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明石市立学校条例施行規則の一部を改正する規則 

明石市立学校条例施行規則（昭和39年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（授業料又は保育料の徴収） （授業料又は保育料の徴収） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 授業料は、条例第４条に定める額の４分の

１に相当する額（学年の中途に入学し、復学

し、退学し、卒業し、又は修了する者にあっ

ては、同条に定める額の12分の１に相当する

額（以下「月割額」という。）にその者の別

表第１の左欄に掲げる期における在学する月

数を乗じて得た額）を同欄に掲げる期ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる納付期限までに

徴収する。ただし、当該納付期限後に入学し、

又は復学した者のその期の授業料は、入学し、

又は復学した日の属する月の末日までに徴収

する。 

２ 授業料は、条例第４条に定める額の４分の

１に相当する額（学年の中途に入学し、復学

し、退学し、卒業し、又は修了する者にあっ

ては、同条に定める額の12分の１に相当する

額（以下「月割額」という。）にその者の別

表第１の左欄に掲げる期における在学する月

数を乗じて得た額）を同欄に掲げる期ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる徴収期限までに

徴収する。ただし、当該徴収期限後に入学し、

又は復学した者のその期の授業料は、入学し、

又は復学した日の属する月の末日までに徴収

する。 

３～４ （略） ３～４ （略） 

（入学考査料等の徴収） （入学考査料等の徴収） 

第３条 入学考査料及び入学料の徴収について

はそれぞれ教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が指定する納付期限までに、徴収する

ものとする。 

第３条 入学考査料は入学願書を受理するとき

に、入学料は入学等の許可後２週間以内に徴

収するものとする。 

（入学考査料等の不還付） （入学考査料等の不還付） 

第４条 既納の入学考査料又は入学料は還付し

ない。ただし、委員会が特別の事由があると

認めるときは、入学料を還付することができ

る。 

第４条 既納の入学考査料又は入学料は還付し

ない。ただし、委員会が特別の事由があると

認めるときは、 （新 設） することができ

る。 

（授業料の納付猶予） （授業料の納付猶予） 

第５条 委員会は、特別の理由があると認める

者に対し、第２条第２項の規定にかかわらず、

納付期限から60日以内の期間に限り、授業料

の納付を猶予することができる。 

第５条 教育委員会（以下「委員会」という。）

は、特別の理由があると認める者に対し、第

２条の２第２項の規定にかかわらず、納付期

限から60日以内の期間に限り、授業料の納付

を猶予することができる。 

２ （略） ２ （略） 

 

第６条～第20条 （略） 

 

第６条～第20条 （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 



 
期 納付期限 

  
期 徴収期限 

 

 
（略） 

  
（略） 

 

別表第２（第６条関係） （略） 別表第２（第６条関係） （略） 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 

 （略）   （略）  

 

 

上記の理由により、授業料（   ）

の減免（猶予）を申請します。 

  年  月  日 

住所        

申 請 者          

（保護者）          

氏名       

明石市教育委員会     様 

  上記の理由により、授業料（   ）

の減免（猶予）を申請します。 

  年  月  日 

住所        

申 請 者          

（保護者）          

氏名   （印） 

明石市教育委員会     様 

 

 （略）   （略）  

 上記のとおり減免（猶予）の申請があ

りましたので副申いたします。 

  年  月  日 

         学校長名    

  上記のとおり減免（猶予）の申請があ

りましたので副申いたします。 

  年  月  日 

         学校長名  印 

 

 （略）   （略）  

様式第１号の２（第７条関係） 様式第１号の２（第７条関係） 

 （略）   （略）  

 上記の理由により、保育料の減免を申

請します。 

  年  月  日 

住所        

申 請 者          

（保護者）          

氏名      

明石市教育委員会     様 

  上記の理由により、保育料の減免を申

請します。 

  年  月  日 

住所        

申 請 者          

（保護者）          

氏名  （印） 

明石市教育委員会     様 

 

 （略）   （略）  

 上記のとおり減免の申請がありました

ので副申いたします。 

  年  月  日 

         園長名     

  上記のとおり減免の申請がありました

ので副申いたします。 

  年  月  日 

         園長名   印 

 

 （略）   （略）  

様式第２号（第12条関係） 様式第２号（第12条関係） 

 学校施設目的外使用許可申請書 

年  月  日 

  学校施設目的外使用許可申請書 

年  月  日 

 



明石市教育委員会     様 

申請者             

住 所            

団体名          

代表者氏名       

次のとおり明石市立学校施設の目的外

使用を申請します。 

明石市教育委員会     様 

申請者             

住 所            

団体名          

代表者氏名     ○印 

次のとおり明石市立学校施設の目的外

使用を申請します。 

 （略）   （略）  

 ※     学校長意見 

上記申請については学校教育上、管

理上支障ありません。 

  年  月  日 

学校長         

  ※     学校長意見 

上記申請については学校教育上、管

理上支障ありません。 

  年  月  日 

学校長       ○印 

 

様式第３号 （略） 様式第３号 （略） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の明石市立学校条例施行規則第４条の規定は、この規則の施行の日以後に入学

する者に係る入学料について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 本案は、明石商業高等学校の入学料の徴収を、口座振込など現金を取り扱わない方法に変

更することに伴い、必要となる事務処理の期間をふまえて納付期限を定めることができるよ

うにするほか、入学前に徴収した者に対する還付手続を定めようとするもの。 



○明石市立学校条例施行規則 

昭和39年４月１日教育委員会規則第４号 

改正 

昭和46年11月19日教委規則第11号 

昭和47年３月30日教委規則第４号 

昭和61年３月27日教委規則第２号 

平成元年３月30日教委規則第２号 

平成７年３月29日教委規則第２号 

平成26年３月31日教委規則第４号 

平成26年４月28日教委規則第６号 

平成27年３月30日教委規則第２号 

平成31年１月７日教委規則第１号 

明石市立学校条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、明石市立学校条例（昭和39年条例第19号。以下「条例」という。）第12条の規

定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（授業料又は保育料の徴収） 

第２条 授業料又は保育料は、入学、転入学、編入学、再入学及び入園（以下「入学等」という。）

の日の属する月から卒業、転学、退学及び退園の日の属する月まで徴収する。 

２ 授業料は、条例第４条に定める額の４分の１に相当する額（学年の中途に入学し、復学し、退学

し、卒業し、又は修了する者にあっては、同条に定める額の12分の１に相当する額（以下「月割額」

という。）にその者の別表第１の左欄に掲げる期における在学する月数を乗じて得た額）を同欄に

掲げる期ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる徴収期限までに徴収する。ただし、当該徴収期限後に

入学し、又は復学した者のその期の授業料は、入学し、又は復学した日の属する月の末日までに徴

収する。 

３ 保育料は、当月分を毎月末日（その日が休日であるときは、その日の翌日）までに徴収する。 

４ 預かり保育料は、当月分を翌々月末までに徴収する。 

（入学考査料等の徴収） 

第３条 入学考査料は入学願書を受理するときに、入学料は入学等の許可後２週間以内に徴収するも

のとする。 

（入学考査料等の不還付） 

第４条 既納の入学考査料又は入学料は還付しない。 

（授業料の納付猶予） 

第５条 教育委員会（以下「委員会」という。）は、特別の理由があると認める者に対し、第２条の

２第２項の規定にかかわらず、納付期限から60日以内の期間に限り、授業料の納付を猶予すること

ができる。 

２ 委員会は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第４条の規定によ

る認定の申請又は同法第17条の規定による届出をした者の授業料の徴収を当該申請又は届出をした

日から委員会が別に定める日までの間、猶予することができる。 

（授業料等の減免） 

第６条 条例第６条第２項に規定する委員会が特に必要と認める者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(１) 生活が困難で授業料等を負担することができない者 

(２) 災害その他特別の理由がある者 

２ 条例第６条第１項及び第２項に規定する授業料等の減免の額は、別表第２の区分に従い、それぞ

れ当該区分に対応する額とする。 

３ 条例第６条第３項に規定する授業料又は保育料の免除の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(１) 授業料 休学、留学を許可した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その

日の属する月）から復学の日の属する月の前月までの月数に月割額を乗じて得た額 

(２) 保育料 休園を許可した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属



する月）から復園の日の属する月の前月までの月数分の保育料 

（授業料等の減免又は納付の猶予の申請） 

第７条 前条第２項の減免を受けようとする者は、授業料等減免（猶予）申請書（様式第１号）又は

保育料減免申請書（様式第１号の２）に次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる

書類を添え在籍する学校の長（以下「校長等」という。）を経て委員会に提出しなければならない。 

(１) 条例第６条第１項の場合 福祉事務所長の証明書 

(２) 前条第１項第１号の場合 前年分所得金額についての市区町村長の証明書又は源泉徴収票等 

(３) 前条第１項第２号の場合 災害その他理由を証する書類 

２ 第５条第１項の規定により授業料の納付の猶予を受けようとする者は、授業料等減免（猶予）申

請書を在籍する校長等を経て委員会に提出しなければならない。 

３ 校長等は、前２項の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、意見を付して委員会に送

付するものとする。 

（授業料等の減免又は納付猶予の決定通知） 

第８条 委員会は、校長等から前条に規定する申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し、授

業料等の減免又は納付の猶予を決定し、その結果を校長等を経て授業料等の減免又は納付の猶予を

受けようとする者に通知するものとする。 

（授業料等の減免又は納付猶予の取消し） 

第９条 授業料等の減免を受け、又は納付を猶予された者が、その減免又は納付猶予の理由に該当し

なくなつたときは、直ちにその旨を在籍する校長等を経て委員会に届け出なければならない。 

２ 前項の届出があつたとき、又は委員会がその減免又は納付猶予の理由が消滅したものと認めると

きは、委員会は、その減免又は納付の猶予を取り消すものとする。 

３ 授業料等の減免又は納付猶予の申請について虚偽の事実が判明したときは、委員会は、その減免

又は納付の猶予を取り消すものとする。 

（出席停止措置） 

第10条 委員会は、正当な理由がなく納付期限までに授業料又は保育料を納めない者があるときは、

その者の学校への出席を停止することができる。 

（目的外使用） 

第11条 条例第７条に規定する学校施設の目的外使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可

することができる。 

(１) 学校関係団体が使用するとき。 

(２) 社会教育関係団体が使用するとき。 

(３) 国、地方公共団体又は公共的団体が使用するとき。 

(４) その他特に委員会が認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。 

(１) 学校施設の管理上支障があるとき。 

(２) 学校教育上支障があるとき。 

(３) 営利を目的とするとき。 

(４) その他委員会が特に支障があると認めたとき。 

（使用許可の申請） 

第12条 前条第１項の許可を受けようとする者は、学校施設目的外使用許可申請書（様式第２号）を

その施設を管理する校長等（以下「当該校長等」という。）の意見を付して委員会に提出し、その

許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、軽易なもので教育長が定める事項については、当該校長等が許可する

ことができる。 

（使用許可） 

第13条 委員会は、前条第１項の申請に基づき、使用許可を決定したときは、申請者に対し、学校施

設目的外使用許可書（様式第３号。以下「許可書」という。）により通知するものとする。 

２ 委員会は、前項の通知を行つたときは、速やかに当該校長等に許可の内容を通知するものとする。 

（使用料の納付） 

第14条 前条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用の日の前日までに使用料を納付

しなければならない。 



２ 使用料は、使用許可を取り消した場合その他委員会が特に必要と認める場合のほか、これを還付

しない。 

（使用料の減免） 

第15条 条例第９条に規定する減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。 

(１) 市又は市の機関が使用するとき。 

(２) 社会教育関係団体がその主たる目的のために使用するとき。 

(３) スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第13条第１項に規定する学校のスポーツ施設を使用

するとき。 

(４) その他委員会が特に必要と認めるとき。 

（使用者の遵守事項） 

第16条 使用者は、使用許可の条件に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 使用前に当該校長等に許可書を提示し、その指示を受けること。 

(２) 学校施設内において酒類を飲用し、又は喫煙しないこと。 

(３) 学校施設の利用者が学校施設を滅失又は損傷することのないよう留意すること。 

(４) その他委員会又は当該校長等が指示した事項に違反しないこと。 

（損害賠償） 

第17条 使用者は、学校施設を滅失又は損傷したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害

を賠償しなければならない。 

（使用許可の取消し又は使用の停止） 

第18条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止さ

せることができる。 

(１) 使用者が使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。 

(２) 委員会又は学校において緊急に使用する必要が生じたとき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させようとするときは、委員会は理由を

付して、その旨を使用者及び当該校長等に通知するものとする。 

（使用の中止） 

第19条 使用者が使用を中止しようとするときは、使用予定の日の前日までにその旨を委員会に届け

出なければならない。 

（委任） 

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和39年４月１日から施行する。 

２ 明石市立学校の授業料等に関する条例施行規則（昭和28年教育委員会規則第５号）及び明石市立

学校施設目的外使用規則（昭和35年教育委員会規則第２号）は、廃止する。 

附 則（昭和46年11月19日教委規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年３月30日教委規則第４号） 

この規則は、昭和47年４月１日より施行する。 

附 則（昭和61年３月27日教委規則第２号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月30日教委規則第２号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月29日教委規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（入学考査料の不還付の特例） 

２ 平成７年度に明石市立高等学校に入学しようとする者の入学考査料について、改正後の規則第８

条の規定により減免の決定をした場合は、改正後の規則第４条の規定は適用しない。 

附 則（平成26年３月31日教委規則第４号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月28日教委規則第６号） 



この規則は、平成26年５月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日教委規則第２号） 

（施行期日） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年１月７日教委規則第１号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

期 徴収期限 

第１期（４月から６月まで） ６月25日 

第２期（７月から９月まで） ９月25日 

第３期（10月から12月まで） 11月25日 

第４期（１月から３月まで） ２月25日 

別表第２（第６条関係） 

区分 減免の額 

生活保護法（昭和25年法律第144号）

第６条第１項に規定する被保護者 

申請書を受理した日の属する月から学年末又は減免理由が

消滅した日の属する月の前月までの月数に月割額を乗じて

得た額 

生活が困難で授業料等

を負担することができ

ない者 

授業料 申請書を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から学年末又は減免理由が

消滅した日の属する月の前月までの月数に月割額を乗じて

得た額。ただし、４月から６月までに申請書を受理したもの

に限り、減免する年度の最初の月から学年末又は減免理由が

消滅した日の属する月の前月までの月数に月割額を乗じて

得た額 

保育料 委員会が必要と認める額 

災害その他特別の理由がある者 委員会が必要と認める額 



様式第１号（第７条関係） 

 



様式第１号の２（第７条関係） 

 



様式第２号（第12条関係） 

 



様式第３号（第13条関係） 
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